
 

旧年中はお世話になりありがとうございました。 

昨年はこれまで季節性と思われていたインフル

エンザが早くから流行して心配しましたが一先

ず落ち着き安心しました。また学校が始まると B

型が心配です。また昨年は年末まで熊騒動がニ

ュースにて報じられていました。この辺りでは心

配はないかとは思いますが被害にあわれた地域

では冬になっても安心ができずに心配かと思わ

れます。 

今年は丙午（ひのえうま）で「情熱と行動で突き

進む」「燃え盛るようなエネルギーで道を切り開

く」といった演技良さもあるそうできっと良い年

になるのではと期待しています。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

1 月の休診日 

1 日～4 日 

１１日～１２日 

１８日（日） 

２５日（日） 

2 月の休診日 

１日（日） 

８日（日） 

１１日（建国記念の日） 

１５日（日） 

２２日～２３日 

※ 休診日はパソコン、スマホからも確認が出来ます 

https://yasuoakiba.wixsite.com/seikotu 
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予約の方法（予約優先） 

 

２週間前より予約承ります。来院時、電話 

または Email、LINEにてご予約ください。 

（水曜、土曜以外は予約なしでもかまいません） 

 

※ 診療時間内にお電話ください 

※ メールの場合にはなるべく前日までにお

願いします。 

※ 返信メールにて予約完了となります。 

 

電話予約 ０４６７－５８－８１８１ 

Email yasuoakiba@jcom.home.ne.jp 

LINE公式アカウント 

 
 

 

 

 

柔道整復施術療養費申請書（レセプト）の 

署名についてのお願い 

 

本来であれば柔道整復師の施術は全額自己

負担となり、その治療費を被保険者（患者さ

ん）が健康保険に請求すれば７割分が返還さ

れるしくみになっていますが、７割分の医療費

の受取人を柔道整復師に委任（その為に署名

が必要）することにより（受領委任といいます）

３割負担で接骨院にかかれるという制度のこと

をいいます（受領委任制度） 

そのためレセプトに署名（代筆の場合は要印

鑑）をいただいていますが本来は月末レセプト

作成後にいただくとされているものですが実際

にはレセプト作成後にわざわざ来院していた

だき署名していただくのは不可能ですので月

初め来院時に署名をいただいておりますので

よろしくお願い致します。 

なお、受診内容回数につきましては領収証と

明細書にてご確認ください。 

 

あけましておめでとうございます 

 

毎年こうありたいと思いながら実践できない

こと。  

ゆとりある生活を今年こそは実行したいです。 

クローゼットにゆとり、時間にゆとり、服にゆ

とり  

すっきりと生活したいものです。 

後先考えずに入れてしまうスケジュールをま

ず見直しましょう。 

昨年末に友達に服をもらってもらいできたク

ローゼットの空間は埋まってしまわないよう、

増やしたらその分減らす生活で。 

そしてキツキツになってしまったフラの衣装

がゆとりを持って着られるようにダイエット。

頑張りましょう。 

こんな私ですが、今年もよろしくお願いします。               

（佐藤） 

 

 

 



 

新年明けましておめでとうございます 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

子供達が成長して我が家のライフスタイルも

だいぶ変わりました。まず、全員揃っての夕飯

がほとんどなくなり冬の定番であるお鍋の出

番もなくなりました。代わりに小さな 1人用の

土鍋が大活躍！あれは便利ですね。 

夕飯の時間がバラバラでも土鍋で 1人分のお鍋、

うどん、雑炊など熱々で食べられますし見た目

も美味しそう(^-^)これからの寒い時期にもま

だまだ活躍しそうです。 

写真は先月のメイプルニュースでお知らせし

た山手の西洋館のクリスマスです。イギリス、

アメリカ、韓国などその国ごとに雰囲気が違っ

てとっても素敵でした。      (直野) 

 

 
 

 

 
１１００円（税込み） 

 

 


